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研究成果の概要（和文）：イギリスやオーストラリアなどにおいては、最近、行政争訟制度は「行政救済」の観点だけ
ではなく「行政統制」の観点からも分析されるようになっている。このような行政争訟制度が有する行政統制機能に関
する実証的研究について、諸外国の文献を広く収集して分析することにより、各国における研究の特徴、現時点におけ
る研究の到達点を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Administrative appeal and litigation system has been recently analyzed from the 
viewpoint of 'law and regulation' as well as 'legal remedy' in the UK, Australia and so on. In relation 
to empirical research on regulatory functions of administrative appeal and litigation system, the 
characteristics in each country and its current achievements have been identified through collection and 
analysis of the literature in these countries.

研究分野： 行政法
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１．研究開始当初の背景 
行政裁量の法的統制の研究のためには、行

政裁量の司法審査（裁量審査）を取り上げて
そのあり方を検討するだけでは十分ではな
い。例えば、比較法的にみて、ドイツの裁量
審査は密度が高いとされるが、その前提には、
ドイツでは行政法律の規律密度が高く、また、
裁量審査を担当するのが行政事件に特化し
た（つまり、行政に関する高度の専門性を有
する）行政裁判所であるという事情があると
考えられる。逆に、イギリスの裁量審査は密
度がさして高くないが、イギリスには、司法
審査は行政府が負うべきアカウンタビリテ
ィ（accountability）の一部に過ぎないとい
う考え方があり、また、司法審査を補足する
ものとして行政審判所（administrative 
tribunal）が設置されている。そこで、行政
裁量の法的統制の研究をより深化させるた
めの 1つの方法として、行政争訟制度（行政
不服審査と行政訴訟）を、行政府が負うべき
アカウンタビリティに関する制度全体の中
に位置づけてその法的側面――換言すると、
法 的 ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ （ legal 
accountability）に関する制度――として把
握したうえで、ドイツ法の研究が主流である
わが国の行政法理論に欠けている部分を補
うべく、科学研究費補助金若手研究(B)2009
年度～2011 年度「行政の法的アカウンタビリ
ティに関する制度のイギリス＝オーストラ
リア・モデルの探究」（研究代表者：深澤龍
一郎）を実施した。 
 
この研究の過程において明らかになった

ことの 1つが、イギリス＝オーストラリアに
おいては、行政の民営化（privatization）
や外部委託（contracting-out）を契機とし
て、規制（regulation）の研究が最近の公法
学の 1つの潮流となっており、それに対応し
て、行政活動の司法審査も伝統的な「行政救
済」の観点だけではなく「行政統制」の観点
を重視して分析されるようになってきたこ
とである（「行政統制」および「行政救済」
の概念については、芝池義一『行政法読本［第
3版］』〔有斐閣、2013 年〕第 16 講、第 20 講
を参照）。 
 
２．研究の目的 
行政争訟制度が現実にどの程度の行政統

制機能を果たしているか、行政活動に対して
現実にどの程度のインパクト（impact）を及
ぼしているかに関する研究は、わが国におい
ても、行政法の解釈にとって大きな影響を及
ぼしうるものである。例えば、仮に行政訴訟
が大きな行政統制機能を有していることが
実証されれば、取消訴訟（抗告訴訟）の原告
適格の拡大論を支える有力な証拠となるで
あろう。また、国家賠償法 1条の違法性要件
に関する職務行為基準説に対する批判の有
力な論拠となっているのが国家賠償制度の
「適法性統制機能」ないし「違法行為抑止機

能」であり、行政訴訟が行政統制機能を有し
ないことが実証されれば、職務行為基準説に
対する批判の論拠についても疑問が生じる
ことになる。 
 
さらに、行政争訟制度が現実にどの程度の

行政統制機能を有しているかに関する研究
は、行政訴訟、行政不服審査、オンブズマン
（ombudsman）などの個別の制度を組み合わ
せて、「行政救済」と「行政統制」の両方の
観点から最適の行政争訟制度を設計するた
めの基盤を提供しうるものでもある。 
 
そこで、将来的には、わが国においても、

行政争訟制度が有する行政統制機能に関す
る実証的研究を本格的に実施することが望
ましいと考えられるが、その準備作業として、
このような実証的研究について先行する諸
外国の研究を押さえておく必要がある。 
 
３．研究の方法 
より具体的には、行政争訟制度が有する行

政統制機能に関する実証的研究について、イ
ギリス、アメリカ、オーストラリアなどの諸
外国の文献を広く収集することとし、収集し
た文献を以下の視点から分析することにし
た。 
 
第１の視点は、行政争訟制度が有する行政

統制機能に関する実証的研究について、国ご
とにどのような特徴が存するかというもの
である。 
 
第２の視点は、行政争訟制度が有する行政

統制機能に関する個別の実証的研究が、イン
パクトの主体（agent）・対象（target）など
をどのように設定しているか、どのような研
究の方法を採用しているか、また、どのよう
な結論を提示しているかというものである。 
 
第３の視点は、行政争訟制度が有する行政

統制機能に関する実証的研究について、全体
として、どの程度の達成の段階にあるか（例
えば、まだ研究に着手したばかりなのか、あ
る程度の仮説が提示されているか、ほぼ確定
的な結論が導かれているか）というものであ
る。 
 
４．研究成果 
(1) 行政争訟制度が有する行政統制機能に
関する各国の実証的研究には以下の特徴が
存することが明らかになった。 
 
裁判所の判決のインパクトに関する研究

は、主として、アメリカにおいては政治学の
領域において実施されてきたのに対し、イギ
リスおよびオーストラリア（より一般的にい
えば、イギリス連邦およびヨーロッパ）にお
いては法社会学や行政法学の領域において
実施されてきたことである。 



 
イギリスの司法審査は規則制定活動より

も個別具体的な意思決定を対象としたもの
であるため、それに応じて、イギリスの研究
は一般的にアメリカの研究よりも焦点が狭
くなっていること、しかし他方で、イギリス
においては、司法審査は独立した事象として
ではなく一連の措置として捉えるべきであ
ること、司法審査が政府の官僚機構に対して
積極的な影響を及ぼしうることについては
一般的に懐疑的であること、いくつかの研究
によれば司法審査が潜在的に消極的な効果
を有するとされていること、などが指摘され
ていることである。 
 
さらに、オーストラリアにおいては、司法

審査の判決について、３つの問題――第１に、
当該事件は裁判所の判決に従って再検討さ
れたかどうか、第２に、そのように再検討さ
れたとすれば、最終的な結果はどうであった
か、第３に、その判決によって法ないし行政
機関の実務に変化が生じたかどうか――を
長期間にわたって調査した研究があり、大き
な成果をあげていることである。 
 
(2) 行政争訟制度が有する行政統制機能に
関する個別の実証的研究は、厖大かつ多岐に
わたるものであるため、さしあたり、その具
体例として、イギリスにおける「テスト・ケ
ース」（test-case）とそれに関する実証的研
究をあげておく。 
 
1960 年代のアメリカで発生した福祉権運

動（Welfare Rights Movement）の影響が 1970
年代にイギリスに及ぶようになると、テス
ト・ケースを通じて、公的扶助給付に関する
行政機関の法令解釈を争うことにより、受給
者にとって有利な法解釈を確定させる活動
が行われるようになった。ところが、この時
代のテスト・ケース戦略に関する実証的研究
によれば、原告が勝訴しても、判決の効果が
後の立法により覆される事件があることが
指摘されている（後掲図書④386 頁以下を参
照）。 
 
他方で、より最近のテスト・ケースとそれ

関する実証的研究として、イギリスの団体で
ある Public Law Project（=PLP）の報告書 5 
Year Review & Impact Report 2006-2011 で
は、例えば、ある民間団体が長期間にわたり
少数民族の女性に対し特に家庭内暴力に関
して特別な援助を行ってきたが、地方公共団
体が補助金を打ち切ったという事案につい
て、この決定を争う訴訟において PLP がこの
団体のサービス利用者を代理した結果、人種
間の平等義務に関するいくつかの主要原理
を示す詳細な判決が出され、後にこの判決が
同様の決定を争う多くの団体により依拠さ
れていること、2008 年 4月からオンブズマン
が「非違（maladministration）」に関する根

拠（grounds）に加えて、「サービスの不履行
（failure to provide a service）」および
「サービスの瑕疵（failure in a service）」
に関する不服（complaints）についても検討
されるよう要求されることになったが、こう
した不服審査の根拠の拡大がオンブズマン
の任務に実質的な違いを生じさせるのかど
うかが訴訟において争われており、この事件
がその他の不服申立人に広範な影響をもた
らすことが予測されることなどが報告され
ている。 
 
なお、この PLP による訴訟活動と実証的研

究に関連して、平成 27 年（2015 年）3 月に
連合王国エセックス大学の Maurice Sunkin
教授らを招いて開催されたセミナー（科学研
究費補助金基盤研究(A)2013年度～2016年度
「イギリスの公法改革における普遍性と固
有性の相互関係再編に関する総合的比較法
研究」〔研究代表者：榊原秀訓南山大学教授〕
主催）において、これまで研究を実施してき
た過程で生じた疑問（例えば「事例研究を実
施するときに、どのように研究対象となる事
件を取捨選択するのか」など）について質問
し、回答を得ることができた。 
 
(3) 行政争訟制度が有する行政統制機能に
関する実証的研究の達成の段階について、以
下のことが明らかになった。 
 
行政争訟制度が有する行政統制機能に関

する実証的研究が比較的進展している諸外
国においても、現在のところは仮説が提示さ
れている段階に過ぎないこと、なおかつ、そ
の仮説の内容も、行政統制機能の有無という
「絶対的」なものではなく、行政統制機能に
影響を及ぼす諸要素を抽出する「相対的」な
ものにとどまっており、例えば、「公的意思
決定者が行政法に関してよく知っているほ
ど、行政法のインパクトは大きくなる」、「イ
ンパクトの主体が『権威的』であるほど、そ
のインパクトの可能性が大きくなる」などと
いったものであることである（後掲図書①42
頁以下を参照）。 
 
(4) 今後の研究の展望 
 
わが国の行政争訟制度が有する行政統制

機能に関する実証的研究については、科学研
究費補助金基盤研究(C)2015年度～2017年度
「行政救済の実効性に関するネットワーク
型実証研究」（研究代表者：深澤龍一郎）に
おいて実施する予定である。その際には、諸
外国の仮説において提示されている諸要素
が、有力な着眼点になるものと考えられる。 
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